
東京会場名古屋会場
2018年１⽉１８⽇（⽊）
場 所： プリズムホール
来場者数： 1,047名

2017年１２⽉１３⽇（⽔）
場 所： ポートメッセなごや
来場者数： 732名

○ 健康・予防サービスを提供する事業者との協働・連携を推進させる場として「データヘルス・予防サービス⾒本
市」開催し、医療保険者と⾼度な専⾨性や⼈的資源を豊富に有する質の⾼い事業者とのマッチングを促進。

○ 2017年度は、名古屋（12⽉13⽇）、東京（2018年１⽉18⽇）で開催。医療保険者や地元⾃治体の担当者ら約
1,800⼈が参加。※ 2015年度に東京で初開催（38社出展）、2016年度は福岡・仙台・⼤阪で開催（45社出展）

○ 2018年度は、⼤阪（10⽉30⽇）、東京（11⽉20⽇）で開催予定。

「データヘルス・予防サービス見本市」の開催を全国に拡大
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■データヘルス・予防サービス⾒本市2017の様⼦ 名古屋会場では、有識者や厚労省等による8つの
セミナーも開催し、延べ1076名が聴講

出展事業者ブースは６つの部⾨にゾーン分け
①データヘルス計画(データ分析・計画策定)
②予防・健康づくりのインセンティブ
③⽣活習慣病の重症化予防
④健康経営・職場環境の整備
⑤わかりやすい情報提供
⑥後発医薬品利⽤推進

 健診・保健指導、データ分析、健康な職場づくりに関する商品・サービス等の展⽰やセミ
ナーを開催（31ブース、42社が出展）

92.0%

0.4%

5.5%
2.1%

必要であり、今後も継続的に実施すべき

必要ではない

どちらともいえない

未記⼊

90.9%
6.6%

2.5%

⾒本市全体
満⾜・やや満⾜
不満・やや不満
未記⼊

■問 データヘルス・予防サービス⾒本市のような保険者等と事業者との連携推進の場は
必要ですか。（n=715）

■問 本⽇のイベントはいかがでしたか。（n=715）

※参加者アンケートより 54



医療機関と保険者・⺠間事業者等の連携による予防事業の展開
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②⺠間事業者の紹介
（運動・栄養処⽅）

○ ⽣活習慣病の発症や重症化のリスクのある者に対しては、医療のほか、適切な運動・栄養等のプログラムを組み合わせて提供する
ことが、重症化の予防につながる。

〇 医療機関と保険者・⺠間事業者等の連携により、対象者を的確に把握し、インセンティブ措置を最⼤限に活⽤して、実効性のある
取組みを進める。

○ 今後、医療機関の受診にとどまっている患者等を運動・栄養等のプログラムにつなげ、費⽤⾯を含めた効果を実証し、全国展開。
（各主体のメリット）
・患者：運動・栄養プログラムを低廉な価格で受けることができ、治療効果アップが期待できる。
・医療機関：治療効果アップが期待できるほか、事業範囲を運動・栄養指導サービスに拡⼤できる。
・⺠間事業者：これまでリスクのために敬遠しがちであった患者を対象にサービスを提供できる。

住⺠
（⽣活習慣病患者等）
住⺠（加⼊者）
（⽣活習慣病患者等）

医療機関
⺠間事業者⼜は

（運動プログラム、栄養プログラムの実施※）

⺠間事業者⼜は
医療機関⾃⾝

（運動プログラム、栄養プログラムの実施※）

保険者

①受診

保険者へのインセンティブ：インセンティブ交付⾦等
インセンティブ交付⾦等に取組状況を反映（個⼈インセンティブの付与も含めて評価）

住⺠へのインセンティブ①：医療費控除
健康増進施設等におけるプログラム参加費
⽤を医療費控除の対象とする

住⺠へのインセンティブ②：⺠間保険
運動処⽅を受けること条件として、プログラム
参加費⽤を⺠間保険において償還

⺠間事業者・医療機関へのインセンティブ
：経済的⽀援
・保健事業のスキームによる費⽤補助

政策スキーム（粗いイメージ）

③プログラムへの
参加

④プログラムの提供

⑤実施状況報告

⑥報告を受け
治療に反映

医療機関へのインセンティブ：診療報酬等
・患者に対する運動処⽅や継続的な指導等を
⾏った場合の診療報酬による評価
・健診結果等から⾃由診療として運動指導を⾏
い、その対価を徴収
※H26 グレーゾーン解消制度により明確化

※地⽅⾃治体が保険者と連携して、地域ボランティア（⾷⽣活改善推進員など）等
の協⼒も得ながら、健康意識の向上や、医療機関への受診勧奨など、取組みを進め
る。

※医療機関による運動処⽅を促進するた
め、健康増進施設のプログラムを明確化

・医療機関への受診勧奨
・運動プログラム等への参加勧奨

ICTを活用した
関係者間での情報共有



企業の健康経営の促進
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健康スコアリングレポートの概要

2018年度 2019年度 2020年度以降

・NDBデータ※を活⽤して各健保組合ごとのスコアリングレポートを作成・送付
・事業主単位レポート作成のシステム仕様検討・作成 事業主単位のレポート作成

＜本格稼働に向けたスケジュール＞

■ 健康スコアリングレポートの概要
・各健保組合の加⼊者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況等について、
全健保組合平均や業態平均と⽐較したデータを⾒える化。

・2018年度は、厚労省・経産省・⽇本健康会議の三者が連携し、NDBデータ※ から保険
者単位のレポートを作成の上、全健保組合及び国家公務員共済組合に対して通知。

（健保組合：約1,400組合、国家公務員共済組合：20組合）

ポイント

■ 健康スコアリングレポートの活⽤⽅法
・経営者に対し、保険者が⾃らのデータヘルス分析と併せて、スコアリングレポートの説明を⾏
い、従業員等の健康状況について現状認識を持ってもらうことを想定。

・その上で、企業と保険者が問題意識を共有し、経営者のトップダウンによるコラボヘルス※

の取組の活性化を図る。
・レポートと併せて、企業・保険者の担当者向けに、経営者への説明のポイント等、レポートの
⾒⽅や活⽤⽅法等を⽰した実践的な「活⽤ガイドライン」を送付。

【スコアリングレポートのイメージ】
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※NDBデータ：レセプト（診療報酬明細書）及び特定健診等のデータ
※コラボヘルス：企業と保険者が連携し、⼀体となって予防・健康づくりに取り組むこと



医療保険制度におけるインセンティブの活用
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実施時期：30年度以降

対象 ：市町村及び都道府県

規模 ：約800億円（国保改革による公費拡充の財源を活用）

※別途、特調より約200億円を追加し、計：約1,000億円規模のインセンティブ
評価指標： 交付の前年度夏に評価指標等を市町村及び都道府県へ提示、秋に評価を実施。

保険者努力支援制度

実施時期：28年度及び29年度

対象 ：市町村

規模 ：特別調整交付金の一部を活用して実施（平成28年度：150億円、平成29年度：250億円）

評価指標：保険者共通の指標に加え、収納率等国保固有の問題にも対応

保険者努力支援制度【前倒し分】

保険者努力支援制度の実施について

経済財政運営と改革の基本方針2015（抄）[平成27年6月30日閣議決定]

（インセンティブ改革）

全ての国民が自らがんを含む生活習慣病を中心とした疾病の予防、合併症予防を含む重症化予防、介護予防、後発医

薬品の使用や適切な受療行動をとること等を目指し、特定健診やがん検診の受診率向上に取り組みつつ、個人や保険者

の取組を促すインセンティブのある仕組みを構築することが重要である。

このため、保険者については、国民健康保険において、保険者努力支援制度の趣旨を現行補助制度に前倒しで反映す

る。その取組状況を踏まえ、2018 年度（平成30 年度）までに保険者努力支援制度のメリハリの効いた運用方法の確立（中

略）など、保険者における医療費適正化に向けた取組に対する一層のインセンティブ強化について制度設計を行う。
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平成30年度の保険者努力支援制度について（全体像）

指標⑤ 第三者求償の取組の実施状況
○第三者求償の取組状況

指標① 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当
者及び予備群の減少率

○特定健診受診率・特定保健指導受診率
○メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

保険者共通の指標 国保固有の指標

指標② 特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に基
づく受診勧奨等の取組の実施状況

○がん検診受診率
○歯科疾患（病）検診実施状況

指標③ 糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況
○重症化予防の取組の実施状況

指標④ 広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況
○個人へのインセンティブの提供の実施
○個人への分かりやすい情報提供の実施

指標⑤ 加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況
○重複服薬者に対する取組

指標⑥ 後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況
○後発医薬品の促進の取組
○後発医薬品の使用割合

指標① 収納率向上に関する取組の実施状況
○保険料（税）収納率

※過年度分を含む

指標② 医療費の分析等に関する取組の実施状況
○データヘルス計画の実施状況

指標③ 給付の適正化に関する取組の実施状況

○医療費通知の取組の実施状況

指標④ 地域包括ケアの推進に関する取組の実施状況

○国保の視点からの地域包括ケア推進の取組

指標⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況

○適切かつ健全な事業運営の実施状況

市町村分（3００億円程度）※特別調整交付金より２００億円程度を追加

都道府県分（500億円程度）

指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価

○主な市町村指標の都道府県単位評価

・特定健診・特定保健指導の実施率

・糖尿病等の重症化予防の取組状況

・個人インセンティブの提供

・後発医薬品の使用割合

・保険料収納率

※ 都道府県平均等に基づく評価

指標② 医療費適正化のアウトカム評価

○都道府県の医療費水準に関する評価

※国保被保険者に係る年齢調整後一人当たり医療

費に着目し、

・その水準が低い場合

・前年度より一定程度改善した場合

に評価

指標③ 都道府県の取組状況

○都道府県の取組状況

・医療費適正化等の主体的な取組状況

（保険者協議会、データ分析、重症化予防の取

組 等）

・医療提供体制適正化の推進

・法定外繰入の削減

○保険者努力支援制度は、予防・健康づくりをはじめとする医療費適正化等に取り組む自治体に財政支援を行うもの。
○平成30年度から総額1,000億円規模で実施。（※）
（※）平成28年度は150億円、平成29年度は250億円規模で前倒し実施
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【共通指標③重症化予防の取組実施状況】

重症化予防の取組の実施状況
（平成29年度の実施状況を評価）

30年
度分

該当保険
者数

達成率

以下の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組
を実施しているか。

※ 取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨
と保健指導を一体化した取組等の中から地域の実情に応
じ適切なものを選択する

50 1,197 68.8%

① 対象者の抽出基準が明確であること

② かかりつけ医と連携した取組であること

③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携
わること

④ 事業の評価を実施すること

⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道
府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各 都道府
県による対応策の議論や取組内容の共有など）を
図ること

以上の基準を全て満たす取組を実施する場合、その取組
は以下を満たすか。

⑥ 受診勧奨を、全ての対象者に対して、文書の送付
等により実施していること。また、実施後、対象
者の受診の有無を確認し、受診が無い者には更に
面談等を実施していること。

25 970 55.7%

⑦ 保健指導を受け入れることを同意した全ての対象
者に対して、面談、電話又は個別通知を含む方法
で実施していること。また、実施後、対象者の
HbA1c、eGFR、尿蛋白等の検査結果を確認し、
実施前後で評価していること。

25 955 54.9%

平成31年度実施分

保険者努力支援制度（平成3１年度市町村分）における評価指標（案）

重症化予防の取組の実施状況
（平成30年度の実施状況を評価）

31年
度分

以下の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組
を実施しているか。

※ 取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨
と保健指導を一体化した取組等の中から地域の実情に応
じ適切なものを選択する

50

① 対象者の抽出基準が明確であること

② かかりつけ医と連携した取組であること

③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携
わること

④ 事業の評価を実施すること

⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道
府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各 都道府
県による対応策の議論や取組内容の共有など）を
図ること

以上の基準を全て満たす取組を実施する場合、その取組
は以下を満たすか。

⑥ 受診勧奨を、全ての対象者に対して、文書の送付
等により実施していること。また、実施後、対象
者の受診の有無を確認し、受診が無い者には更に
面談等を実施していること。

25

⑦ 保健指導を受け入れることを同意した全ての対象
者に対して、面談、電話又は個別通知を含む方法
で実施していること。また、実施後、対象者の
HbA1c、eGFR、尿蛋白等の検査結果を確認し、
実施前後で評価していること。

25

【平成31年度指標の考え方】

○ 時点の更新のみ

平成3０年度実施分
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平成30年度保険者努力支援制度(市町村分) 都道府県別市町村平均得点

（体制構築加点含まず ７９０点満点）

共通１ 特定健診・保健指導・メタボ(150点） 共通２がん検診・歯周疾患健診（55点） 共通3重症化予防（100点）
共通４個人インセンティブ（95点） 共通５重複服薬（35点） 共通６ジェネリック（75点）
固有１収納率（100点） 固有２データヘルス（40点） 固有３医療費通知（25点）
固有４地域包括(25点） 固有５第三者求償（40点） 固有６適正かつ健全な取組（50点） 62
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指標１（市町村指標の都道府県単位評価：100点） 指標２（都道府県の医療費水準：50点） 指標３（都道府県の取組状況：60点）

（点）
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介護保険制度におけるインセンティブの活用

65



○ 平成29年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国
で実施されるよう、ＰＤＣＡサイクルによる取組を制度化

○ この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、
市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための新たな交付金を創設

平成３０年度予算額 ２００億円趣 旨趣 旨

＜市町村分（２００億円のうち１９０億円程度）＞
１ 交付対象 市町村（特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。）
２ 交付方法 評価指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて分配
３ 活用方法 国、都道府県、市町村及び第２号保険料の法定負担割合に加えて、

介護保険特別会計に充当
なお、交付金は、高齢者の市町村の自立支援・重度化防止等に向

けた取組を支援し、一層推進することを趣旨としていることも踏まえ、
各保険者におかれては、交付金を活用し、地域支援事業、市町村特
別給付、保健福祉事業を充実し、高齢者の自立支援、重度化防止、
介護予防等に必要な取組を進めていくことが重要

概 要概 要

＜都道府県分（２００億円のうち１０億円程度）＞

１ 交付対象 都道府県

２ 交付方法 評価指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて分配

３ 活用方法 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けて市町村を支援する

各種事業（市町村に対する研修事業や、リハビリ専門職等の派

遣事業等）の事業費に充当

保険者機能強化推進交付金（介護保険における自治体への財政的インセンティブ）

＜参考１＞平成２９年介護保険法改正による保険者機能の強化

データに
基づく

地域課題の
分析 取組内容・

目標の計画へ
の記載

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予防を実施
・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア会議を活用
しケアマネジメントを支援

等

適切な指標による
実績評価

・ 要介護状態の維
持・改善度合い

・ 地域ケア会議の
開催状況

等

インセンティブ

・ 結果の公表
・ 財政的インセ

ンティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

国による
分析支援

＜参考２＞市町村 評価指標 ※主な評価指標

☑介護予防の場にリハビリ専門職が関与する仕組みを設けているか
☑介護予防に資する住民主体の通いの場への65歳以上の方の参加者数

はどの程度か 等

☑ケアプラン点検をどの程度実施しているか
☑福祉用具や住宅改修の利用に際してリハビリ専門職等が関与する仕組

みを設けているか 等

①ＰＤＣＡサイクルの活⽤による保険者機能の強化

③多職種連携による地域ケア会議の活性化

④介護予防の推進

⑤介護給付適正化事業の推進

⑥要介護状態の維持・改善の度合い
☑要介護認定者の要介護認定の変化率はどの程度か

②ケアマネジメントの質の向上
☑保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本方針を、ケアマネ

ジャーに対して伝えているか 等

☑地域包括ケア「見える化」システムを活用して他の保険者と比較する
等、地域の介護保険事業の特徴を把握しているか 等

☑地域ケア会議において多職種が連携し、自立支援・重度化防止等に資
する観点から個別事例の検討を行い、対応策を講じているか

☑地域ケア会議における個別事例の検討件数割合はどの程度か 等

※ 都道府県指標については、管内の地域分析や課題の把握、市町村向けの研修の実施、リハビリ専門職等の派遣状況等を設定 66



国庫負担金25％のうち５％分（調整交付金）を用いて、市町村間の「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得
水準が低いことによる収入減」を財政調整している。これにより、市町村間の財政力の差を解消。

調整交付金について
現行制度の概要

・ 介護保険の財政的インセンティブについては、第７期計画期間中は、まずは、改正介護保険法による新たな交付⾦の
交付について、着実にその効果が発揮されるよう適切な評価指標等を設定し、市町村及び都道府県の⾃⽴⽀援・重度化
防⽌等に関する取組を推進することとする。なお、評価指標等については、その運⽤状況等を踏まえ、より、⾃⽴⽀
援・重度化防⽌等に資するものとなるよう、適宜改善を図る。

・ 併せて、当該評価指標による評価結果を公表し、取組状況を「⾒える化」する。

・ その上で、平成33年度から始まる第８期計画期間における調整交付⾦の活⽤⽅策について、改正介護保険法による新
たな交付⾦による保険者の取組の達成状況や評価指標の運⽤状況等も踏まえ、保険者間の所得⽔準の差等を調整するた
めの重要な機能を担っていること等に留意しつつ、第７期期間中に、⾃治体関係者の意⾒も踏まえつつ、具体的な⽅法
等について検討し、結論を得る。

経済財政計画 改革工程表2017改訂版

国費（定率分）
20％

都道府県負担
12.5％

市町村
負担

12.5％

２号保険料
27％

国費（調整交付金）
５％

１号保険料
23％

給付費全体 Ａ町

国費（定率分）
20％

１号保険料
17％

国費（定率分）
20％

１号保険料
26％

Ｂ市

国費
（調整交付金）

11％

国費
（調整交付金）

２％
・後期高齢者の割合
・低所得の者の割合
に応じて配分

参考（国保）

保険料
50％

国費
（調整交付金）

９％

国費（定率分）
32％

⾼齢化率や所得分布に係る地域差を調整する普通調整交
付⾦の枠（給付費の７％）と市町村の様々な事情を考慮し
て交付する特別調整交付⾦の枠（給付費の２％）を設定。

都道府県
調整交付金

９％
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